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問 税務課
☎ 22-3148

右ページ①～⑦のどれにもあてはまらない場合は、市・県民税（住民税）の申告が必要か確認しましょう。

市・県民税（住民税）の申告が必要か確認
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次の①～⑦のどれかにあてはまる場合は、税務署か市役所の申告会場で所得税の 
確定申告を行う必要があります。確定申告を行った場合は市・県民税の申告も併せ
て行ったことになります。
※  住宅ローン関係控除の初年申告や消費税の確定申告を行う人は、市役所会場で

の受付ができません。税務署で申告してください。

まずは所得税（国税）の確定申告が必要か確認

①  自営業者等で令和 5 年中の所得金額の合計が、控除合計額を超える（所得税を納める必要
がある）人

② 公的年金収入金額が 400 万円を超える人

③ 公的年金収入金額が 400 万円以下であるが、公的年金以外の所得が 20 万円を超える人

④ 年末調整をした給与収入があり、それ以外の所得が 20 万円を超える人

⑤  給与支払を 2 ヶ所以上から受けている人で、年末調整をしていない給与の収入金額と
給与所得※以外の所得の合計額が 20 万円を超える人

　※収入と所得は意味が異なります

⑥ 源泉徴収や予定納税で納めた所得税が納め過ぎになっていて還付申告をする人

⑦  ①～⑥にはあてはまらないが、各種控除を追加して、すでに納めた所得税の還付申告を
行う人

令和 6 年１月１日現在、阿蘇市に住んでいた

令和 5 年中に収入があった

給与支払報告書が阿蘇市に提出されている
（わからない場合は勤務先に確認してください）

公的年金収入が  ● 65 歳以上の人で 148 万円超だった
　　　　　　　  ● 65 歳未満の人で 98 万円超だった

社会保険料控除、扶養控除、医療費控除等を追加、訂正する

市・県民税の申告が 必要 市・県民税の申告は 不要

給与収入※があった
または公的年金と給与収入の両方があった

公的年金のみ収入があった

市・県民税の
申告が 必要

阿蘇市への市・県民税の申告は 不要 です。
令和 6 年 1 月 1 日に住んでいた市区町村にご相談ください。

市・県民税の申告は原則 不要 です。
所得証明書の発行や、医療・福祉等の行政サービスの適用を
受ける人は、市・県民税の申告が必要となる場合があります。
2 月以降に電話での申告ができます。

営業・農業・不動産・譲渡所得、個人年金や一時金、土地売却等の所得があった

はい いいえ

以下のどちらかを選択

※パート・アルバイト・事業専従者を含む

はい

はい

はい

はい

はい はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

収入は障害年金・遺族年金・雇用保険金のみ

2月16日㈮～3月15日㈮
開場：午前8時30分
受付：午前9時～午後4時
※ ３月 15 日㈮の受付は午後３時まで

はい
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2 申告会場に持参するものを確認

森林環境税は、森林の多機能性を保
全し適切な管理・整備を支えるため
の安定した財源を確保することを目
的として創設されました。

森林環境税の税収は、森林環境譲与
税として都道府県や市区町村に譲与
され、森林の保全と整備、間伐などの
活動に使われます。これにより、水源
の維持や地球温暖化防止、生物多様
性の保全など、森林が果たす役割を
支えることが可能となります。

いわゆる復興特別税（市：500円、県：
500円）が令和5年度で終了するの
で、これまでの住民税均等割負担額
と比べて負担は増えません。

阿蘇市に住んでいる人は、住民税（均
等割）と森林環境税の非課税基準が
同じですので、住民税が非課税の人
は森林環境税も課税されません。

令和5年度まで

令和6年度から

復興特別税が終了

1,000円

住民税均等割 森林環境税

 森林環境税は、令和 6 年度から国内に住所を有する個人に課せられる税金で、個人住民税と併せて 1 人年額
1,000 円が徴収されます。
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❶ マイナンバーカードまたは身分証明書（運転免許証など）

❸ 所得控除額を証明する書類
　・社会保険料（国民年金や農業者年金保険料の支払いがある場合）の領収書など

　・生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書

　・医療費控除の明細書または医療費の領収書、「医療費のお知らせ（要件を満たすもの）」

　・雑損控除の関係書類（熊本地震に係る損失額の計算書、前年の確定申告書の控えなど）

会場 月　日 対象となる行政区

【一の宮会場】
市役所本庁

北側別館大会議室

2 月 16 日 金 町１区 古城５の２区 古城６区 舞 谷 上役犬原 蔵 原
2 月 19 日 月 町２区 北１区 北 2 区 分２区 古城７区 道 尻 竹 原
2 月 20 日 火 分１区 塩 塚 西仲町 桜 町 福 原 荻の草 下役犬原 西 町
2 月 21 日 水 下 町 馬 場 豆 札 原 口 東黒川 坊 中  
2 月 22 日 木 東 1 区 西 1 区 西３区 福 岡 上 町 古城5の1区 中 原 片 隅
2 月 26 日 月 西 2 区 古神1区 分 3 区 神 石 東仲町 古城1区 下西河原
2 月 27 日 火 東 2 区 東 3 区 古神2区 古城2区 古城3の1区 上井手 上西河原 西下原
2 月 28 日 水 古神3区 古 閑 古城3の2区 古城4区 下井手 西井手 東下原

【波野会場】
波野支所 会議室

2 月 29 日 木 小 園 笹 倉 大 道 立 塚 横 堀 遊 雀 仁田水 滝 水
3 月   1 日 金 楢木野 赤仁田 小地野 坂の上 中 道 山 崎 中 江

【阿蘇会場】
農村環境改善センター

農事研修室

3 月   4 日 月 深 葉 折 戸 浜 川 小 池 今 町 永 草
3 月   5 日 火 南宮原 乙 姫
3 月   6 日 水 内牧 2 区 小 里 本 村 茗ヶ原 元黒川 黒川千丁
3 月   7 日 木 内牧 3 区 西小園 原の口 下の原 新 村 上西黒川 下西黒川
3 月   8 日 金 内牧 4 区 湯 浦 山 田 小 倉 跡ヶ瀬 的 石
3 月 11 日 月 内牧 5 区 西小倉 南黒川 狩尾 1 区 狩尾 2 区
3 月 12 日 火 内牧 1 区 宇 土 黒流町 小野田町 北黒川 狩尾 3 区
3 月 13 日 水 西湯浦 鷲の石 赤 水
3 月 14 日 木 成 川 枳 車 帰
3 月 15 日 金  予備日（最終日のため受付は午後 3 時まで）

日程表・準備物・注意事項などの詳細は、税務課・支所窓口に据え置きのリーフレットにも記載していますのでご利用ください。

申告日程を確認

口座振替にできる税
  個人市県民税（普通徴収）　固定資産税  軽自動車税　
  国民健康保険税

取扱金融機関
  肥後銀行　熊本銀行　熊本県信用組合
  ＪＡ阿蘇　ゆうちょ銀行・郵便局

振替の開始　
   金融機関に提出された月の翌月以降の納期分から

市 税 の 納 付 は 口 座 振 替 が 便 利 で す

納期限日に、金融機関の口座から自動的に振替されるので、市役所や金融機関などに行く手間が省けます。

手続の方法
   市内の金融機関に「阿蘇市市税等口座振替依頼書 ※」が

備えつけてありますので納税通知書、預貯金通帳、通帳
届出印を持参の上、必要事項を記入・捺印し、金融機関

に提出してください。

※  市外の金融機関には備えつけてありませんのでご連絡く
ださい。依頼書をお送りします。

※  手続き後は、翌年度以降も引き続き口座振替となります。

森林環境税の課税が始まります

延滞金の割合
▷  納期限の翌日から１カ月以内　　2.4％

▷  納期限の翌日から１カ月経過後　8.7％

問 税務課
☎ 22-3148

問 税務課
☎ 22-3148
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❷ 所得を証明する書類
　・源泉徴収票（給与、公的年金など）

　・土地、建物、山林などの資産を譲渡（公共事業等の収用を含む）した場合は、契約書や証明書などの関係書類

　・個人年金や生命保険などの満期・解約時の受取金や一時金の額が記載された書類

　・事業所得や不動産所得の「収支内訳書」※、収支の確認ができる帳簿・通帳・領収書など

前年に事業所得等（農業、営業、不動産）があった人には事前に収支内訳書作成の説明資料をお送りしていますので、
申告前に作成して会場におこしください。作成せずに来場された場合は受付ができません。

C H E C K

K

K

国 へ

2,000円

1,500円

-500円

県 へへ

3,500円

3,000円

市

-500円

なぜ、はじまったの ？Q なにが変わるの ？Q みんなが納めるの ？Q

なにに使うの ？Q


